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区分 非常勤弁護士 協力弁護士

開始年度  平成１６年度～  平成１３年度～

勤務体系
 ○ 月４回（３２時間）の勤務（月２回→４回に回数増）

 ○ 各児童相談所に専属で配置

 ○ 必要な時に随時

 ○ 原則２名を児童相談所ごとに登録

 ○ その他に全所を対象とする弁護士の登録もあり

相談内容

特徴と
必要性の違い

 ○ 毎月、専属の弁護士が来所し、継続的な法律相
　談を実施

 〇 援助方針会議やチーム協議に参加し、ケースの
　方針や進行に対して助言

  ○ 家庭裁判所からの緊急、又は複数回の呼び出し
　 に対応

 ○ 複数回の検討が必要な困難ケースに対応

平成３１年度
弁護士数

１８名
４９名

（うち１８名は非常勤弁護士も兼ねる）

東京都児童相談所の非常勤弁護士と協力弁護士について

 非常勤弁護士と協力弁護士とが連携し、下記について対応

　○ 児童相談所業務について、法的見地から、児童相談所の職員に助言、指導

　○ 家裁申立て時の対応等（保護者の意に反した施設入所、親権停止等）　など

※平成２８年の児童福祉法の改正: 児童相談所に、弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うこととされた（平成２８年１０月施行）

　児童相談所が日常的に弁護士と相談できるような法的対応体制強化を行うこととされた（平成３０年１２月）

※児童虐待防止対策総合強化プラン（新プラン）: 任期付き職員の活用も含めた弁護士の常勤配置などにより、

-30-



-31-



-32-



-33-



-34-



-35-



-36-



-37-



-38-



-39-



-40-



-41-



-42-



-43-



-44-



-45-


